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1．事業所及び代表者名

ウブカタ資源　株式会社 法人設立　1981年4月7日

代表取締役　金子　真澄 資本金　1,000万円

2．所在地

※ 六日町事業所　　　　新潟県南魚沼市美佐島1614

※ 安中事業所　　　　　群馬県安中市鷺宮子金原857-1

※

※ 高崎事業所　　　　　群馬県高崎市正観寺町1175

※4年以内に段階的に認証取得予定

3．環境保全関係の責任者及び担当者連絡先

代表責任者　　　：　代表取締役　金子　真澄

環境管理責任者　：　部長　星野　和正  

担当　　　　　　：　ＥＡ２１事務局     高柳　保

TEL　：　0278-22-1010 FAX　：　0278-22-3300

4．事業の内容

5．事業規模（本社・沼田事業所、沼田インター事業所）

1．対象範囲（認証・登録範囲）

ウブカタ資源　株式会社　本社・沼田事業所、沼田インター事業所

１．組織の概要

２．対象範囲

・産業廃棄物、一般廃棄物収集運搬 ・計量証明業務

・家電リサイクル指定引取場所 ・機密書類 裁断業務

本社・沼田事業所　　群馬県沼田市屋形原町2113

渋川事業所　　　　　群馬県渋川市渋川1225-1　　　　

・古紙リサイクル（製紙原料メーカー直納問屋）

・二輪車リサイクル指定引取場所

人

㎡

880

15

1,580

沼田インター事業所　群馬県沼田市横塚町85-1

880

15

1,580

2022年

950

15

2,461

活動規模 単位 2020年 2021年

延べ床面積

従業員数

売上高 百万円



組織図

産業廃棄物収集運搬業許可

・許可の内容：廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１４条第１項の許可

・許可年月日：令和年３月１９日

・許可の有効年月日：令和１０年３月１８日

・事業の範囲

（１）事業の区分

　　　収集、運搬

（２）産業廃棄物の種類　（積替え　保管を除く）

①燃え殻、②汚泥、③廃油、④廃酸、⑤廃アルカリ、⑥廃プラスチック類、⑦紙くず、⑧木くず、

⑨繊維くず、⑩動植物性残さ、⑪ゴムくず、⑫金属くず、⑬ガラスくず・コンクリートくず及び

陶磁器くず、⑭がれき類

・運搬車両の種類と台数

計２０台

・許可番号：　０１０００００２３９０（群馬県）

パッカー車５台、ウイング車３台、平車４台、ダンプ３台、トラクター２台、トレーラー２台、バン１台

※⑥については、石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含む。

※⑫については、水銀使用製品産業廃棄物を含む。

※⑬については、石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含む。

※⑭については、石綿含有産業廃棄物を含む。

代表取締役 
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D事業部 
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所 

機密事業部 

安中事業所 

営業部 
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高崎事業所 

総代 



一般廃棄物収集運搬許可

市町村名 許可番号 許可年月日 許可の有効期限 許可の範囲 許可車両台数 車両種類

沼田市 9 平成4年4月1日 令和7年6月30日
一般廃棄物
収集運搬業

14

塵芥車6台
平車4台
箱車2台
バン1台
ダンプ1台

渋川市 114 令和3年11月13日 令和5年11月12日
一般廃棄物
収集運搬業

9

塵芥車4台
平車1台
箱車2台
バン1台
ダンプ1台

みなかみ町 3 平成18年4月1日 令和6年3月31日
一般廃棄物
収集運搬業

14

塵芥車7台
平車2台
箱車2台
バン1台
ダンプ2台

片品村 1 令和4年7月1日 令和6年6月30日
一般廃棄物
収集運搬業

8

塵芥車4台
平車2台
箱車1台
ダンプ1台

吉岡町 24 令和5年1月21日 令和7年1月20日
一般廃棄物
収集運搬業

6

塵芥車3台
平車1台箱
車1台ダン
プ1台

昭和村 10 令和4年9月1日 令和6年8月31日
一般廃棄物
収集運搬業

11

塵芥車6台
平車2台箱
車2台ダン
プ1台

榛東村 9 令和3年11月24日 令和5年11月23日
一般廃棄物
収集運搬業

11

塵芥車6台
平車1台箱
車2台バン1
台ダンプ1
台

川場村 16 令和3年7月1日 令和7年6月30日
一般廃棄物
収集運搬業

12

塵芥車5台
平車3台
箱車2台
バン1台
ダンプ1台

高崎市 239 令和4年5月28日 令和6年5月27日
特定家庭用
機器廃棄物

8

平車4台
箱車2台
バン1台
ダンプ1台



家電リサイクル、二輪車リサイクル指定引取場所

特定家庭用機器再商品化法（二輪車リサイクルも含む）

認定の年月日

管理番号

古紙リサイクル

C-01-123-01

会員番号03-003パピルスネットワーク全国会

指定引取場所、収集運搬

2001年4月1日

収集運搬　第53号

全国製紙原料商工組合連合会　古紙商品化適格事業所

計量証明業務

再商品化等処理の種類

機密書類裁断業務（機密文書リサイクル）

群馬県知事登録　計量証明事業　質量　第75号　（沼田事業所）

　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　第133号（沼田インター事業所）



2021年10月1日

ウブカタ資源株式会社

代表取締役　金子　真澄

５、環境経営の継続的改善を実施する。

６、事業活動において適用される環境関連法規等を遵守する。

７、環境経営方針を全社員に周知する。

８、環境に関する情報の社内外への公表及び地域社会とのコミュニケーション

　　を深める。

環 境 経 営 方 針

基本理念

ウブカタ資源株式会社は廃棄物の減量と資源の再利用を自らの社会的使命と

してあらゆる古紙を「捨てない」「埋めない」「燃やさない」を守り３Rを推進し

地球環境の保全と地域社会への貢献を目指して活動します。

４、事業活動における環境汚染の予防に努め監視・保全に取り組む。

基本方針

１、環境啓蒙・広報活動を積極的に展開し紙のリサイクルを通じて廃棄物の

　　削減、分別及びリサイクルを推進する。

２、地球環境保全を目的とし軽油の節減と電力使用の管理を推進する。

３、安全対策と美化運動を積極的に推進し事故防止に努める。



項目
基準年
（実績）

2021年度
目標

2022年度
目標

2023年度
目標

本社 工場 実施事項

○ ①空調温度適正化・表示

○ ○ ②照明・ＰＣ電源不要時のＯＦＦの推進

○ ③エアコン清掃の実施

○ ○ ④エコドライブ推進

○ ○ ⑤社用車の点検・整備

○ ⑥省エネ型機械の利用

○ ⑦アイドリングストップの徹底

○ ⑧電力、ガソリン量の集計

○ ○ ①分別ルールの徹底

○ ○ ②廃棄物置場の整備

○ ③廃棄物排出量の集計

○ ○ ④裏紙使用ルールの徹底

○ リサイクルの推進

○ ①毎月のメータを確認する（漏水防止）

○ ○ ②節水表示

○ ○ ③増量ノズルへの交換

○ ④トイレの節水

○ 節水活動の徹底

○ ○ ①既存客への周知

○ ②新規客へのアプローチ

＊購入電力の排出係数は、0.457kg-CO2/kWh【東京電力エナジーパートナー（株）】を使用しています。

4

（本業）
機密文
書裁断リ
サイクル

2020年
度

（475860
kg/月）

2020年
度に対し
て1％増
559500k

g

2020年
度に対し
て2％増
450600k

g

2020年
度に対し
て3％増

2020年
度に対し
て3％減

3

従業員1
人当たり
の水使
用量の
削減

2020年
度（32㎥

/人）

2020年
度に対し
て1％減

24㎥
75％

2020年
度に対し
て2％減
35.7㎥90

2020年
度に対し
て3％減

2

売り上げ
100万円
当り廃棄
物排出
量の削

減

2020年
度（5.4㎏
/100万

円）

2020年
度に対し
て1％減
5.4ｋｇ
100％

2020年
度に対し
て2％減
5.0ｋｇ
93％

2020年
度に対し
て3％減

４．環境経営目標　　５．環境経営計画

環境経営目標 環境経営計画

1 売り上げ
100万円
当り二酸
化炭素
排出量
の削減

2020年
度（1744

㎏-
CO2/10
0万円）

2020年
度に対し
て1％減
1606ｋｇ-

CO2
92％

2020年
度に対し
て2％減
1523ｋ

ｇーＣＯ２
87％



空調温度適正化・表示

大型シュレッダー車＋大型パッカー車

最新型省エネ油圧ジャンボプレス

６．環境経営計画に基づき実施した取組内容

CO2排出量削減表示節電表示

地域清掃ボランティア活動



エコアクション２１　推進組織図

最高責任者 【代表取締役　金子真澄】
①環境管理責任者をはじめ、必要な責任者を任命する。該当責任者
　には、現在の責務に関わりなく、兼任で責任と権限を明示する。
②エコアクション21の構築・運用･維持に必要な経営諸資源（人材・
　資金・機器・設備・技術・技能を含む）を準備する。
③環境方針を制定する。
④エコアクション21の構築･運用に関する情報を収集し、環境方針・
　環境目標をはじめシステム全体の見直しを行い、必要に応じ改訂
　を指示する。

環境管理責任者 【星野　和正】
①エコアクション21に関する経営諸資源の合理的･効果的な運用を
　図り、目的を達成するために環境委員会を運営する。
②エコアクション21の構築と運用を円滑に行い、最高責任者による
　見直しのための情報として、構築･運用に関する情報を最高責任者
　に提供する。

事務局 【高柳　保・林　広人】
①事務局として、環境管理責任者を補佐し、エコアクション21に
　関する実務全般を所管する。

環境委員会 最高責任者･環境管理責任者･事務局･部門長で構成し、環境管理責任
者が召集する。環境目標の設定、環境活動計画の策定及び進捗管理に
ついて協議する。環境管理責任者が必要と認めた者は出席することが
できる。

【最高責任者】
代表取締役　金子　真澄

【環境管理責任者】
星野　和正

【事務局】
高柳　保
林　広人

【環境委員会】

職名 役割

Ｒ事業部 Ｄ事業部 機密事業部 営業部



項目
基準年
（実績）

2022年度
目標

2022年度
実績

達成率 実施事項・次年度実施事項 評価

①空調温度適正化・表示 ◎
②照明・ＰＣ電源不要時のＯＦＦの推進 ◎
③エアコン清掃の実施 ◎
④エコドライブ推進 ◎
⑤社用車の点検・整備 ◎
⑥省エネ型機械の利用 〇
⑦アイドリングストップの徹底 〇
⑧電力、ガソリン量の集計 〇
①分別ルールの徹底 ◎
②廃棄物置場の整備 △
③廃棄物排出量の集計 〇
④裏紙使用ルールの徹底 △
リサイクルの推進 〇
①毎月のメータを確認する（漏水防止） ◎
②節水表示 △
③増量ノズルへの交換 △
④トイレの節水 △
節水活動の徹底 〇

①既存客への周知 〇

②新規客へのアプローチ △

※環境経営計画の取組・評価【◎良く取組めた・○取組めた・△取組みが不足していた・×取組めなかった】

※主な環境負荷実績

環境負荷 2022年（環境活動レポート対象期間）

①二酸化炭素排出量（kg-CO2) 144714.1

②廃棄物排出量(kg) 480

③水資源投入量（㎥） 536

７.　環境経営目標及び環境経営計画の実績・取組結果とその評価

2020年

4

（本業）
機密文
書裁断リ
サイクル

環境経営計画

1

未達成

売り上げ
100万円
当り廃棄
物排出
量の削

減

2020年
度（5.4㎏
/100万

円）

2020年
度に対し
て2％減

5.0ｋｇ 達成

112%

2

153465.82

480

450593ｋ
ｇ

95%
未達成

480

環境経営目標

売り上げ
100万円
当り二酸
化炭素
排出量
の削減

2020年
度（1744

㎏-
CO2/10
0万円）

2020年
度に対し
て2％減

　1523ｋ
ｇ-CO2

達成
87%

2020年
度

（475860
kg/月）

2020年
度に対し
て2％増

93%

3

従業員1
人当たり
の水使
用量の
削減

2020年
度（32㎥

/人）

2020年
度に対し
て2％減

　35.7㎥



1．当社に適用となる主な環境関連法規

2．環境関連法規への違反、訴訟などの有無

2023年3月1日の環境関連法規遵守状況の確認において、環境関連法規への

違反はありません。

尚、関係当局よりの違反等の指摘は過去3年間ありません。

１．第一種特定製品の管理者判断
基準の順守（法16）
２．全ての製品を対象とした簡易
点検の実施
３．一定の第一種特定製品は定期
点検の実施
４、点検等の履歴の保存等

遵法

８.　環境関連法規などの遵守状況の確認及び評価の結果、
並びに違反、訴訟などの有無

2022年11月より新事業所を開設したがCO2排出量について目標達成する
ことができた。今年以降も引続き活動を周知して全社員で取組んでほ
しい。活動を開始して数年なのでもっと活動が定着するように取組む
こと。

９.　代表者による全体の評価と見直し・指示

委託基準（契約書・許可証）、
マニフェスト交付・保存及び交
付状況報告

遵守状況遵守事項

遵法廃棄物処理法

法規制等の名称

家電リサイクル法
1，リサイクル券交付、受領、
保存　　2，廃棄物保管基準

遵法

浄化槽法

１．新設又は変更時に届出(法5)
２．保守点検の技術上の基準を遵
守すること（法8条施行規則第2条)
３．年1回定期検査を受ける（法
11）４．清掃の技術上の基準を遵
守すること（法9条施行規則第3
条）

遵法

フロン排出抑制法


